
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市における内部統制の概要 

○ 上記方針に基づき、次のとおり、内部統制の実施体制を整備しました。 

 

２ 実施体制 

市長 

京都市内部統制基本方針 

市長の方針を共有し、制度全体
の整備及び運用を推進する。 

内部統制推進本部 

制度に関して実務的な検

討、調整等を行う。 

 

内部統制推進部会 

内部統制推進部局 
（コンプライアンス推進室） 

内部統制所属責任者（所属長） 

内部統制所属実施者（全職員） 

評価部局は、各所属での評価結果を客観的、二次的に評価する。 

その結果として「重大な不備」と判断したものについて評価報告書

を作成し、監査委員の審査に付したうえで市会へ提出、公表する。 

内
部
統
制
評
価
部
局 

各局区等庶務担当課 
財務・個人情報関係制度所管課 

監
査
委
員 

評
価
報
告
書
の
審
査 

各所属での自主点検の結果を基

に、リスクの発現状況や対応策の
有効性の自己評価等を行う。 

内部統制制度の実務的な運用（自主点

検・自己評価等の実施、制度の整備
等）を取りまとめるなど、内部統制推
進本部会議及び部会を補助する。 

職場の責任者である所属長を中心に、内部統制を意識して日々の業務を遂行するとと
もに、各所属で自主点検（チェックシートや実地検査等）に取り組み、リスクの発現
を抑止・低減させることで、内部統制を有効に働かせる。 

【参考】市長以外の任命権者の補助機関

については、市長部局に準じて一体的に
内部統制を実施 

○ 令和２年度以降の毎年度の具体的な取組内容（制度運用の流れ）は下図のとおりです 

  （評価対象期間は各年４月１日～翌３月３１日までの一会計年度） 

 

 リスクの抽出・対応策の整備 

  全職員への周知・注意喚起 

 リスク・対応策を 

踏まえた業務遂行 

前年度分の評価の結果を踏まえて重要リスク一

覧を見直し、対応策を改善することなどによ

り、より実施目的を達成していけるよう、内部

統制制度を洗練していく。 

 自主点検・自己評価 

客観的評価、評価報告書の作成 

⑷ 監査委員による評価報告書の審査 
⑸ 市会への評価報告書提出 

市民の皆様への評価報告書公表 

⑹ リスク・対応策の見直し 

制度自体の改善、見直し 

秋頃～（制度開始時は年度当初） 

別紙３参照 

通年 

年度後半～翌年度当初 

翌年度夏頃 翌年度夏～秋頃 

翌年度秋頃 

ＰＬＡＮ 
（計画） 

ＤＯ 
（実施） 

ＣＨＥＣＫ 
（点検・評価） 

ＡＣＴＩＯＮ 
（改善） 

監査委員は、その知見に基づき第三者

的な立ち位置から市長の評価結果を審

査し、評価報告書の市会への提出の際

に意見を付す。 

３ 具体的な取組内容 

本市における業務上のリスクを想定し、対応策を講じて管理することで、適正な業務執行を確保するとともに、効率的・効果的な行政運営を確立し、住民の福祉の増進を図るため、地方自治法第１５０条第

１項の規定に基づき、令和元年１２月２５日付けで、京都市内部統制基本方針を策定しました。方針に定める主な内容は次のとおりです 

 

１ 京都市内部統制基本方針の策定 

○ 内部統制実施の目的は次の４つ 

 ・ 業務の効率性・有効性の確保     ・ 財務報告等の信頼性の確保 

 ・ 業務に関わる法令等の遵守      ・ 資産の保全 

 

○ 毎年度、内部統制の整備・運用の状況について報告書を作成し、監査委員の審査

意見を付して議会へ提出のうえ、市民に公表 

 

○ 構築した内部統制制度の有効性について、毎年度、評価及び必要な見直しを実施 

○ 行政サービスの提供に係る業務上のリスクを識別及び評価し、対応策を講じることで、業務の適正な執行を確保 

※ リスク：発生することにより、結果として本市又は市民に対し経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性が高いもの 

 

○ 内部統制の対象とする事務は次の２つ 

 ・ 財務に関する事務   

・ 個人情報管理に関する事務 

※ その他の事務については、内部統制によるリスク管理の対象事務とはせず、これまでから実施してきた事務適
正化の取組等を継続することにより引き続きリスクの発現の抑止に取り組む 

 

○ 市長を本部長とした内部統制推進本部を設置し、組織的に内部統制を推進 

別紙３：対象事務に関して内部統制による管理の対象

とする重要なリスクの一覧 


